
麻薬施用者免許 新規申請の手続きについて 

本院 薬剤部 麻薬係 

分院薬局 麻薬係 

 

麻薬を処方・施用するには麻薬施用者免許が必要です。麻薬を処方・施用する可能性が

ある方は、麻薬施用者免許の申請手続きを行ってください。申請費用は病院負担です。 

手続きには概ね５～６週間かかります。あらかじめご了承ください。 

 

 

【本院用：東京都】【分院用：神奈川県】 

「麻薬施用者免許申請希望表」（別紙）をご記入の上、『事前提出用』は他の書類と共に

事前に総務課へご提出下さい。新規申請が必要な方は、医師免許証の写しを持って 

本院５階 薬剤部補給科（内線 3040）・分院薬局（内線 5311）へお越し下さい。 

 

 

＊＊＊注意＊＊＊ 

 

① 麻薬免許は都道府県単位で管轄されておりますので、虎の門病院【本院】は東京都、【分

院】は神奈川県への免許申請が必要です。本院・分院の両方で勤務する可能性がある場

合は、東京都と神奈川県のどちらにも申請手続きが必要になります。 

② 本院・分院ともに申請する方は、医師免許証（または医籍登録済証明書葉書）の写しは

計２部ご準備ください。 

③ 東京都（分院は神奈川県）内の別施設で麻薬施用者免許を既に取得されている場合は、

新規申請ではなく、「従施設の追加・記載事項変更」の手続きが必要です。現在登録さ

れている施設の麻薬管理者へご相談ください。 

④ お問い合わせ先は、申請書類の提出先の薬剤部になります。 

ご不明な点がございましたら、各薬剤部へご連絡ください。法令を遵守した医療用麻

薬の処方・管理・施用にご協力をお願い致します。 

 

 



本院の麻薬免許申請について

本院の麻薬免許申請について

切り取り

【麻薬施用者免許申請希望表】

使用しない

使用する

当院勤務中に麻薬免許が必要となった場合は５階の薬剤部に申請書を取りに

来て下さい。

都内の異動

都外からの異動

前施設で麻薬事業所の変更等を行ってきて下さい。

入職後１週間以内に

医師免許証（または医籍登録済証明書葉書）の写しを持参

のうえ申請書を薬剤部へ取りに来て下さい。[注１]

[注１] 東京都・神奈川県ともに麻薬免許を申請する場合には、医師免許証（または医籍登録済証明書葉

書）の写しは２部必要となります。ご注意ください。

※ 手続きには概ね５～６週程度かかります。あらかじめご了承ください。

本人控え

麻

薬

免

許

ー記載方法ー

①麻薬免許を（使用しない）または（使用する）に○をつけて下

さい。

②（使用する）場合には、（都内の異動）または（都外の異動）

のどちらかに○をつけて下さい。

事前提出

署名： 日付： 年 月 日

使用しない

使用する

当院勤務中に麻薬免許が必要となった場合は５階の薬剤部に申請書を取りに

来て下さい。

都内の異動

都外からの異動

前施設で麻薬事業所の変更等を行ってきて下さい。

入職後１週間以内に

医師免許証（または医籍登録済証明書葉書）の写しを持参

のうえ申請書を薬剤部へ取りに来て下さい。[注１]

麻

薬

免

許

ー記載方法ー

①麻薬免許を（使用しない）または（使用する）に○をつけて下

さい。

②（使用する）場合には、（都内の異動）または（都外の異動）

のどちらかに○をつけて下さい。

[注１] 東京都・神奈川県ともに麻薬免許を申請する場合には、医師免許証（または医籍登録済証明書葉

書）の写しは２部必要となります。ご注意ください。

※ 手続きには概ね５～６週程度かかります。あらかじめご了承ください。

署名： 日付： 年 月 日



【麻薬施用者免許申請希望表】

分院の麻薬免許申請について

分院の麻薬免許申請について

切り取り

使用しない

使用する

当院勤務中に麻薬免許が必要となった場合は分院薬局に申請書を取りに来て

下さい。

県内の異動

県外からの異動

前施設で麻薬事業所の変更等を行ってきて下さい。

入職後１週間以内に

医師免許証（または医籍登録済証明書葉書）の写しを持参

のうえ申請書を薬剤部へ取りに来て下さい。[注１]

[注１] 東京都・神奈川県ともに麻薬免許を申請する場合には、医師免許証（または医籍登録済証明書葉

書）の写しは２部必要となります。ご注意ください。

※ 手続きには概ね５～６週程度かかります。あらかじめご了承ください。

本人控え

麻

薬

免

許

ー記載方法ー

①麻薬免許を（使用しない）または（使用する）に○をつけて下

さい。

②（使用する）場合には、（県内の異動）または（県外の異動）

のどちらかに○をつけて下さい。

事前提出

署名： 日付： 年 月 日

使用しない

使用する

当院勤務中に麻薬免許が必要となった場合は５階の薬剤部に申請書を取りに

来て下さい。

県内の異動

県外からの異動

前施設で麻薬事業所の変更等を行ってきて下さい。

入職後１週間以内に

医師免許証（または医籍登録済証明書葉書）の写しを持参

のうえ申請書を薬剤部へ取りに来て下さい。[注１]

麻

薬

免

許

ー記載方法ー

①麻薬免許を（使用しない）または（使用する）に○をつけて下

さい。

②（使用する）場合には、（県内の異動）または（県外の異動）

のどちらかに○をつけて下さい。

[注１] 東京都・神奈川県ともに麻薬免許を申請する場合には、医師免許証（または医籍登録済証明書葉

書）の写しは２部必要となります。ご注意ください。

※ 手続きには概ね５～６週程度かかります。あらかじめご了承ください。

署名： 日付： 年 月 日
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